
令和６年６月定例会 水俣市一般会計補正予算の概要

議第４８号 【専第６号】令和６年度水俣市一般会計補正予算（第１号）

議第５１号 令和６年度水俣市一般会計補正予算（第２号）

議第５２号 令和６年度水俣市一般会計補正予算（第３号）

会計名
補正前
予算額

４月２２日専決
補正予算
（第１号）

６月補正予算
（先議分）
（第２号）

６月補正予算
（第３号）

補正後
予算額

伸率

水俣市一般会計 16,414,000 5,254 223,035 120,667 16,762,956 2.1%

（単位：千円）



〇災害支援関係経費 １，１５５千円

令和6年能登半島地震の被災市町村に対する人的支援に係る経費です。

・派遣体制：熊本県及び市町村職員による合同チーム

・派遣先：石川県輪島市

・水俣市の派遣期間：第17陣（4/28～5/6）

第19陣（5/10～5/18）

第21陣（5/22～5/30）

※水俣市の派遣人数は、各派遣期間において1名ずつ

〇体育施設管理運営費 ４，０９９千円

旧第三中学校体育館の雨漏り修繕工事に係る経費です。

４月２２日専決 補正予算第１号

補正予算のポイント



〇「世界へつながる水俣」推進事業

－グローバル人材育成事業－ ７，７３３千円

グローバルに、またグローカルに活躍できる人材を育成し、また、特色ある取組を

行うことで水俣高校の魅力を向上させ、地域内外から生徒が集まる高校づくりに寄

与するため、水俣高校生を対象に、スタンフォード大学の国際異文化理解プログラ

ム（SPICE）専任講師による講座を実施します。

〇省エネ家電製品買換え促進補助金交付事業 １０，０４４千円

省エネ家電買換え促進により、生活者支援を図ります。

６月補正予算第２号（先議分）

補正予算のポイント



〇令和６年度住民税非課税世帯給付事業 ３２，０２１千円

〇令和６年度住民税均等割のみ課税世帯給付事業 ２０，１０４千円

令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となる世帯を

対象に、１世帯当たり１０万円の給付金を支給します。

〇令和６年度住民税非課税世帯給付事業 子育て世帯加算

５，０００千円

〇令和６年度住民税均等割のみ課税世帯給付事業 子育て世帯加算

２，５００千円

令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となる世帯を

対象とした給付に対し、１８歳以下の子を世帯内で扶養されている世帯に対し、児

童１人当たり５万円を加算支給します。

６月補正予算第２号（先議分）

補正予算のポイント



〇定額減税に係る調整給付事業 １４５，６３３千円

4万円の定額減税（令和6年分所得税3万円、令和6年分個人住民税1万円）について、

減税しきれないと見込まれる所得水準の方へ給付金を支給します。

〇予防接種事業 ８９，３４８千円

新型コロナワクチンウイルスの定期接種化に伴う接種体制整備に係る経費です。

〇健康診査事業 ６００千円

がん患者に対する医療用ウィッグ等のアピアランスケア用具の購入を支援します。

〇物価高騰対策水俣市学校給食会計補助金 ９，８９３千円

学校給食の食材費高騰に対する支援を行います。

補正予算のポイント

６月補正予算第３号



SDGs







低所得者支援及び定額減税に係る調整給付事業 （福祉課）

事業① 令和６年度住民税非課税世帯給付事業 （予算額 32,021千円）

事業② 令和６年度住民税均等割のみ課税世帯給付事業 （予算額 20,104千円）

事業③ 令和６年度住民税非課税世帯給付事業 子育て世帯加算 （予算額 5,000千円）

事業④ 令和６年度住民税均等割のみ課税世帯給付事業 子育て世帯加算 （予算額 2,500千円）

事業⑤ 定額減税に係る調整給付事業 （予算額 145,633千円）

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰による家計への負担を軽減するため、次の
５つの事業を実施します。

事業①及び②
令和6年度に新たに①住民税非課税世帯となる世帯及び②住民税均等割のみ課税世帯となる世帯を対象に、１世帯当た
り１０万円を給付します。
対象世帯：令和６年６月３日（基準日）に水俣市に住所がある方
7月に対象世帯に対して確認書を発送し、振込口座等の確認を行った後、給付金を支給する予定です。

事業③及び④
事業①及び事業②の対象世帯に１８歳以下の児童がいる場合は、児童１人当たり５万円を加算して給付します。
①及び②の事業と同時に給付手続きを行います。

事業⑤
令和６年度に実施される１人当たり４万円の定額減税について、減税しきれない所得水準の納税義務者に対して減税し
きれないと見込まれる額を給付金として支給します。
対象者：令和６年１月１日に水俣市に住所がある方（合計所得金額が１，８０５万円を超える方は対象外です。）
９月に対象者に対して確認書を発送し、振込口座等の確認を行った後、給付金を支給する予定です。
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物価高騰対策水俣市学校給食会計補助金 9,893 千円 【教育課】 

 

（１）補助金の趣旨 

   ・食材費の高騰により、学校給食会計の財務状況が悪化し、給食費の値上げや食材の切りつめを行わざるを得ない状況に陥る恐れ

があるため、これまで通りの学校給食が実施されるよう、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市から学校給

食会計に対し、必要な補助を行うもの。 

 

（２）物価上昇による食材費の増加について 

・生鮮食品を除く食料の消費者物価指数は、令和４年度は５.４％、令和５年度は７.５％上昇した。本市の学校給食の１食当たり食材費も、令和

４年度は５.０％、令和５年度は３.９％上昇しており、その結果、食材費を給食費で賄うことができなくなっている。 

・学校給食の食材費は、保護者からの給食費で賄われるため、財源が不足した場合、給食費の値上げや食材の切りつめ等を行わざる得な

くなる。 

 ・また、仮に給食費の値上げを行うことになれば、物価高騰に直面する保護者の家計を更に圧迫することになる。 

 

（３）物価高騰対策水俣市学校給食会計補助金について 

 ・国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市が、学校給食会計に対して、補助を行う。 

・今年度の食材費のうち、給食費で賄うことができない部分を対象として、補助する。 

・物価高騰により、前年度から５％の食材費上昇があった場合を想定して、予算計上を行う。 


